
鳥取県急傾斜地崩壊対策事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、鳥取県急傾斜地崩壊対策事業費補助金（以下「本補助金」とい

う。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、国庫補助・交付金急傾斜地崩壊対策事業、単県急傾斜地崩壊対策事業及び単

県小規模急傾斜地崩壊対策事業（以下「急傾斜事業」という）における受益者負担金のうち、市

町負担額を控除した個人が負担する額（以下「個人負担額」という。）の低減を図り、急傾斜事業

を促進することにより、県民生活の安定に寄与することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、市町が急傾斜事業における受益者負担金にかかる

個人負担額について、第６条に規定する補助金算定の基準日（以下「基準日」という。）における

個人負担額と比べて低減する場合において、当該市町に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の対象となる急傾斜事業とは、平成２５年４月１日以降に予算成立し、施行される急

傾斜事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 本補助金の交付の対象となる額（以下「補助対象経費」という。）は、基準日の当該市町村

の急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例等により算出される個人負担額から基準日より後に改正

された同条例等により算出される個人負担額を控除した額とする。 

 

（補助金交付額） 

第５条 本補助金の交付額は、前条に定める補助対象経費の額の２分の１を乗じて得た額以下とす

る。 

 

（補助対象経費算定の基準日） 

第６条 本補助金の補助対象経費の算出に用いる基準日は、平成２５年３月３１日とする。 

 

（交付申請の時期等） 

第７条 本補助金の交付申請は、県土整備部所管事業市町村負担金通知要領（平成２４年４月６日

付第２０１２０００３７４６号鳥取県県土整備部長通知。本要綱制定後に改正があった場合は、

改正を適用する。）に基づく通知書（以下「通知書」という。）の受理日から３０日を経過する日

までに行うものとする。ただし、平成２５年度事業において本要綱制定以前に通知書を受理した

場合は、本要綱の施行日より３０日を経過する日までに行うものとする。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号

及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第８条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日を経過する日までに

行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（着手届を要しない場合） 

第９条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事

業以外のすべての事業に係る場合とする。 



 

（承認を要しない変更） 

第１０条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額又は３割以上の減額に伴

うもの以外の変更とする。 

２ 第８条１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第１１条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合においては、補助事業の完了又は中止若しく

は廃止の日から３０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の

翌年度の４月１５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それ

ぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（提出書類の部数等） 

第１２条 規則及びこの要綱の規定により提出する書類は、正本１部及び副本１部とし、所轄の総

合事務所長、西部総合事務所日野振興センター所長又は県土整備事務所長に提出するものとする。 

 

（雑則） 

第１３条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、県土整

備部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年９月１０日から施行する。 

 


